
議案第110号

　令和４年度安曇野市の一般会計補正予算（第５号）の予算は、次に
定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52,000千円を追加し、
　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,167,000千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後
　の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和４年11月28日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

令和４年度　安曇野市一般会計補正予算（第５号）

-　1　-



（単位 千円）

- 2 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

15 国庫支出金 6,345,713 41,778 6,387,491

2 国庫補助金 2,732,748 41,778 2,774,526

19 繰入金 2,535,891 10,222 2,546,113

2 基金繰入金 2,532,457 10,222 2,542,679

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 37,233,396 0 37,233,396

歳 入 合 計 46,115,000 52,000 46,167,000

第 １ 表 歳入歳出予算補正

歳 入



歳　出 （単位 千円）

- 3 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3 民生費 15,410,809 4,345 15,415,154

1 社会福祉費 8,724,268 4,345 8,728,613

6 農林水産業費 1,529,222 7,655 1,536,877

4 水産業費 185 7,655 7,840

7 商工費 4,091,956 40,000 4,131,956

1 商工費 4,091,956 40,000 4,131,956

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 25,083,013 0 25,083,013

歳 出 合 計 46,115,000 52,000 46,167,000



議案第111号

　令和４年度安曇野市の一般会計補正予算（第６号）の予算は、次に定める
ところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ312,000千円を追加し、
　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,479,000千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後
　の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）
第２条　債務負担行為の追加、変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）
第３条　地方債の追加、変更は、「第３表 地方債補正」による。

令和４年11月28日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

令和４年度　安曇野市一般会計補正予算（第６号）

-　1　-



（単位 千円）

- 2 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 市税 11,225,661 558,755 11,784,416

1 市民税 4,981,300 450,000 5,431,300

2 固定資産税 5,335,661 108,755 5,444,416

10 地方特例交付金 114,000 1,703 115,703

1 地方特例交付金 114,000 1,703 115,703

14 使用料及び手数料 309,040 △ 70 308,970

1 使用料 142,074 △ 70 142,004

15 国庫支出金 6,387,491 269,577 6,657,068

1 国庫負担金 3,586,155 57,892 3,644,047

2 国庫補助金 2,774,526 211,685 2,986,211

16 県支出金 2,783,882 34,687 2,818,569

1 県負担金 1,390,036 28,470 1,418,506

2 県補助金 1,079,103 105 1,079,208

3 県委託金 314,743 6,112 320,855

18 寄附金 550,272 102,180 652,452

1 寄附金 550,272 102,180 652,452

19 繰入金 2,546,113 △ 573,677 1,972,436

2 基金繰入金 2,542,679 △ 573,677 1,969,002

21 諸収入 3,254,855 △ 15,455 3,239,400

2 預金利子 100 47 147

5 雑入 781,924 △ 15,502 766,422

22 市債 2,277,800 △ 65,700 2,212,100

1 市債 2,277,800 △ 65,700 2,212,100

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 16,717,886 0 16,717,886

歳 入 合 計 46,167,000 312,000 46,479,000

第 １ 表 歳入歳出予算補正

歳 入



歳　出 （単位 千円）

- 3 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 議会費 244,494 250 244,744

1 議会費 244,494 250 244,744

2 総務費 5,306,121 155,445 5,461,566

1 総務管理費 4,379,213 156,266 4,535,479

2 徴税費 533,320 3,467 536,787

3 戸籍住民基本台帳費 205,623 △ 600 205,023

4 選挙費 158,213 △ 4,000 154,213

5 統計調査費 2,570 112 2,682

6 監査委員費 26,649 200 26,849

3 民生費 15,415,154 201,688 15,616,842

1 社会福祉費 8,728,613 167,303 8,895,916

2 児童福祉費 5,867,585 34,985 5,902,570

3 生活保護費 818,456 △ 600 817,856

4 衛生費 3,216,887 20,077 3,236,964

1 保健衛生費 2,317,003 25,315 2,342,318

2 清掃費 840,522 △ 5,238 835,284

5 労働費 60,283 313 60,596

1 労働費 60,283 313 60,596

6 農林水産業費 1,536,877 △ 7,821 1,529,056

1 農業費 650,038 △ 10,103 639,935

2 林業費 335,871 2,482 338,353

3 耕地費 543,128 △ 200 542,928

7 商工費 4,131,956 △ 147,057 3,984,899

1 商工費 4,131,956 △ 147,057 3,984,899

8 土木費 5,178,590 5,280 5,183,870

1 土木管理費 251,887 4,000 255,887

2 道路橋梁費 1,491,922 0 1,491,922

4 都市計画費 2,919,124 △ 4,637 2,914,487

5 住宅費 387,091 5,917 393,008

9 消防費 1,522,224 △ 2,131 1,520,093

1 消防費 1,522,224 △ 2,131 1,520,093

10 教育費 3,566,783 85,956 3,652,739

1 教育総務費 1,501,854 12,771 1,514,625

2 小学校費 445,402 31,178 476,580

3 中学校費 350,591 22,090 372,681

4 幼稚園費 79,651 289 79,940

5 社会教育費 929,345 16,096 945,441

6 保健体育費 259,940 3,532 263,472



（単位 千円）

- 4 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 5,987,631 0 5,987,631

歳 出 合 計 46,167,000 312,000 46,479,000



１　追加

新型コロナウイルスワクチン接種コールセン
ター業務

令和５年度まで 6,331

穂高墓地公園合葬墓石板立て設置工事 令和５年度まで 5,165

三郷一般廃棄物最終処分場最終覆土（整地）
工事

令和５年度まで 4,980

令和５年度から令和９年度まで 140,235

指定管理による穂高地域福祉センター指定管
理業務

穂高西小児童クラブ整備事業
（穂高西小学校教室改修工事設計業務委託）

堀金小児童クラブ整備事業
（堀金児童館改修工事設計業務委託）

明科児童クラブ整備事業
（明北小学校教室改修工事設計業務委託）

指定管理による豊科中央児童館管理業務

指定管理による高家児童館管理業務

指定管理による南穂高児童館管理業務

令和５年度まで 1,760

令和５年度から令和９年度まで 86,847

令和５年度から令和９年度まで 240,243

令和５年度から令和９年度まで 71,745

令和５年度まで 1,967

令和５年度まで 4,620

第２表　債務負担行為補正

(単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

安曇野市東部アウトドア拠点整備基本構想策
定業務

令和５年度まで 15,000

指定管理による穂高中央児童館管理業務 令和５年度から令和９年度まで 171,677

指定管理による穂高西部児童館管理業務 令和５年度から令和９年度まで 152,088

指定管理による穂高北部児童館管理業務 令和５年度から令和９年度まで 249,072

指定管理による三郷児童館管理業務 令和５年度から令和９年度まで 265,835

指定管理による堀金児童館管理業務 令和５年度から令和９年度まで 141,141

指定管理による明科児童館管理業務 令和５年度から令和９年度まで 109,533
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２　変更

期　　間 期　　間

安曇野市議会だより作成印刷
業務

令和５年度まで 令和５年度まで

三郷西部認定こども園建設工
事（建設・外構工事外）

令和５年度まで 令和５年度まで

契約年度間
の支払内訳
金額の見直
したため

黒沢洞合自然公園現地測量業務委託 令和５年度まで 4,268

舗装補修工事

20,666

光城山登山口駐車場警備業務 令和５年度まで 1,155

令和５年度まで 53,000

指定管理による安曇野市マウンテンバイク
コース管理業務

令和５年度から令和７年度まで 56,237

堀金給食センター設備更新事業厨房機器等改
修（更新）工事設計監理委託

令和５年度まで 4,191

令和５年度から令和７年度まで 48,300

生産設備取得事業 12,866

地域経済牽引企業工場用地取得事業 令和５年度から令和６年度まで

令和５年度から令和６年度まで

木戸公民館擁壁変状測量調査設計業務委託 令和５年度まで 8,833

指定管理による安曇野の里の管理業務

4,013

限 度 額

4,911

　(単位：千円）

事　　　　　　項
補　正　前 補　正　後

備考
限 度 額

限度額を見
直したため

422,456 472,919
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１　追加

限度額 起債の方法 利　率 償還の方法 限度額 起債の方法 利　率

旧合併特例事業
債（商工債）

－ － － － 900 証書借入

　3.5％以内（た
だし、利率見直
し方式で借り入
れる政府資金
及び地方公共
団体金融機構
資金について
利率を見直した
後においては、
当該見直し後
の利率）

２　変更

限度額 起債の方法 利　率 償還の方法 限度額 起債の方法 利　率

旧合併特例事業
債（民生債）

355,100 証書借入

　3.5％以内（た
だし、利率見直
し方式で借り入
れる政府資金
及び地方公共
団体金融機構
資金について
利率を見直した
後においては、
当該見直し後
の利率）

　政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合は債権者と協定
するものによる。
　ただし、財政その
他の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上
償還もしくは低利に
借換えすることがで
きる。

322,700 補正前と同じ 補正前と同じ

施設整備事業債
（民生債）

149,600 同上 同上 同上 115,400 同上 同上

（単位：千円）

（単位：千円）

補正前と同じ

同上

第３表　地方債補正

起債の目的
補　　　正　　　前

補　　　正　　　後

償還の方法
起債の目的

補　　　正　　　前

　政府資金については、そ
の融資条件により、銀行そ
の他の場合は債権者と協定
するものによる。
　ただし、財政その他の都
合により据置期間及び償還
期限を短縮し、又は繰上償
還もしくは低利に借換えす
ることができる。

補　　　正　　　後

償還の方法
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議案第112号
 

　令和４年度安曇野市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に
定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ550千円を追加し、
　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,710,784千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
　補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和４年11月28日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

令和４年度　安曇野市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

－1－



（単位 千円）

- 2 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

4 県支出金 7,021,507 550 7,022,057

1 県補助金 7,021,506 550 7,022,056

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 2,688,727 0 2,688,727

歳 入 合 計 9,710,234 550 9,710,784

第 １ 表 歳入歳出予算補正

歳 入



歳　出 （単位 千円）

- 3 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 保険給付費 6,972,650 550 6,973,200

7 傷病手当諸費 450 550 1,000

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 2,737,584 0 2,737,584

歳 出 合 計 9,710,234 550 9,710,784



議案第113号
 

　令和４年度安曇野市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める
ところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ491千円を追加し、
　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,416,217千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
　補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）
第２条　債務負担行為の追加、変更は、「第２表　債務負担行為補正」
　による。

令和４年11月28日　　提出

安曇野市長　　太田　寛

　

－1－

令和４年度　安曇野市介護保険特別会計補正予算（第２号）



（単位 千円）

- 2 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

8 繰入金 1,598,280 491 1,598,771

2 基金繰入金 153,107 491 153,598

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 8,817,446 0 8,817,446

歳 入 合 計 10,415,726 491 10,416,217

第 １ 表 歳入歳出予算補正

歳 入



歳　出 （単位 千円）

- 3 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 保険給付費 9,597,937 0 9,597,937

1 介護サービス等諸費 9,168,795 0 9,168,795

3 地域支援事業 455,909 250 456,159

2 包括的支援事業・任意事業費 103,821 250 104,071

8 諸支出金 99,235 241 99,476

1 償還金及び還付加算金 99,235 241 99,476

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 262,645 0 262,645

歳 出 合 計 10,415,726 491 10,416,217



１　追加

２　変更

期　　間 期　　間

認定調査委託資料作成システ
ムリース料

令和５年度から
令和９年度まで

令和５年度から
令和９年度まで

第２表　債務負担行為補正

(単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

安曇野市北部地域包括支援センター業務委託 令和５年度から令和９年度まで 147,000

5,180

限 度 額

5,563

　(単位：千円）

事　　　　　　項
補　正　前 補　正　後

備考
限 度 額

契約期間が
繰り下がっ
たため

- 4 -



　（総則）

　（収益的収入及び支出の補正）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

　　　 （科　　　目）
第３条　予算第６条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

137,439千円
（計）

1,753千円
（補正予定額）

135,686千円
（既決予定額）

1,940,243千円
　　第１項　営業費用 1,761,617千円 1,845,466千円

　（１） 職員給与費

（計）
　収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

令和４年11月28日　　提出

　　　安曇野市長　　太田　寛

議案第114号

令和４年度　安曇野市水道事業会計補正予算（第２号）

（既決予定額） （補正予定額）　　　 （科　　　目）

　よる。

第２条　令和４年度安曇野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

第１条　令和４年度安曇野市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

2,024,092千円　第１款　水道事業費用 83,849千円
支　　　　　　出

83,849千円



　（総則）

　（収益的収入及び支出の補正）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

　収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（計）
73,777千円

（補正予定額）
114千円73,663千円

（既決予定額）
　（１） 職員給与費

　　　 （科　　　目）
第３条　予算第７条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

3,141,105千円
1,540千円
1,540千円

3,647,131千円
支　　　　　　出

　　第１項　営業費用
　第１款　下水道事業費用

3,139,565千円
3,645,591千円

令和４年11月28日　　提出

　　　安曇野市長　　太田　寛

議案第115号

令和４年度　安曇野市下水道事業会計補正予算（第２号）

（既決予定額）　　　 （科　　　目）

　

（補正予定額） （計）

　よる。

第２条　令和４年度安曇野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

第１条　令和４年度安曇野市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに


